
第８節 担い手への農地集積・集約化と農地の確保

１ 現状の課題と政策の方向

２ 関東管内の取組状況

〇 地理的表示（ＧＩ）保護制度の普及

地理的表示（GI）保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中

で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として

保護する制度である。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使用の独占が可能

となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的

な魅力や強みを「見える化」し、GIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引

における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものである。

GI産品は、令和６（2024）年３月31日現在、43都道府県の140産品、３カ国（イタリ

ア共和国、ベトナム及びタイ）の５産品の合計145産品が国に登録され、うち関東管内で

は15産品（第99章 巻末参考参照。）が登録されている。

農林水産省では、令和４（2022）年11月にGI保護制度の運用を見直し、農林水産物・

食品の輸出拡大、所得や地域の活力向上に資するようGI保護制度の活用を推進している。

令和５（2023）年度にはこのような運用見直しの効果もあり、GI申請数の拡大が見られ

る。また、GIマークの活用とともに、GI産品と他業種とのコラボレーションを通じて、市

場においてGIやGIマークを露出する機会を増やし、実需者の認知・価値を向上させていく

こととしている。

ホームページや消費者の部屋特別展示等を通じたＧＩ保護制度の普及啓発に係る情報提供に

加え、登録申請に係る産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口（ＧＩサポートデスク）

とも協力し、登録に向け意欲ある産地に出向き制度説明を実施した。また、海外インフルエン

サーやワーキングホリデーで来日中の方を対象にＧＩ産品の収穫体験やＧＩ制度について紹介

を行った。

なお、登録後の産品について、農業者や食品事業者が多数参加するイベント等でのＧＩ産品

と関係企業のコラボに関する個別説明を行った・

こうした中、ＧＩ制度は、登録により大手コンビニとのコラボ商品の開発・販売に繋がった

り、生産者の意欲向上等に寄与してきている。

＊地理的表示（ＧＩ）保護制度の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act
（農林水産省）

＊関東管内のＧＩ登録産品の情報は、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/kanto/keiei/zigyo/gi_act.html
（関東農政局）
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（コラム） 江戸時代からの食文化である鹿沼独自の在来種を守り継承する
「鹿沼在来そば」（栃木県）

江戸時代からの食文化である鹿沼独自の在

来種を守り継承するために、山によって分断

された沢地を中心とした閉鎖的な栽培環境で、

徹底した種の生産管理を行っています。

栃木県鹿沼市内の海抜190～380m付近の中山

間地域の圃場で栽培される在来種のそばです。

完熟した玄そばで殻を挽き込んだ味わい深い

田舎そば粉と、早刈り収穫した玄そばを挽いた

淡い緑調で爽やかな風味のそば粉があります。
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